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都道府県労働局労働基準部労災補償課長殿

厚生労働省労働基準局
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外国人労働者に対する労災補償状況の把握に係る自由区分コードの登録について

外国人労働者に対する労災補償状況の把握については、平成28年3月31日付け基補

発n331第5号により指示されたととろであるが、労災行政情報管理システムの自由区

分コードの追加設定及び入力対象等については下記のとおりであるので、事務処還に

遺漏のないよう期されたい。

言E

I 自由区分コードの追加設定

次の表のとおり自由区分コードを迫力日設定する。
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2 入力対象

労災保惨晶付の請求事案のうち、次の項巨に該当する外毘人労働者又は外国人労

働者である可能性が高い者について、決定時までに対応する自由区分コードを入

力すること．

なお、平成28年度に決定するものから入力対象とすることa

( 1 I不法就労者

観光、研修等の名目で入国 あるいは密入国し、資格がないにもかかわらず本

郊において就労する外国人に係る労災保険給付請求事案について f0 5Jを入力

すること

(2）技能実習生

技能実習生に係る労災保険給付請求事案について「06Jを入力すること

(3）その他の外国人

タ国籍を有する者であって、『不法就労者J及び『伎能実習生』に該当しない者



に係る労災保険給付諮求事案について「07Jを入力するとと

3 留怠事項

本件入カIC当たっては、保険給付等に係る鯛査過程で確認した範聞において入カ

することとして差し支えないa



平成28年3月31日現在

労災行政情報管理システムにおける自由区分コードー覧

自由区分コード 区分名称 入力対象

0 1 在宅勤務 在宅勤務者の労挺保険給付摘京草案

休業併給関盈
国軍公務員共書組合連合舎の組合員等に対して、同

02 ーの車由！こより障害厚生年金が支給されたため、体
（国共百年］

業｛補償｝給付について併結嗣整を行った事案

休韓併結問整
地方公務員共岩組合連合舎の組合員等に対して、間

03 ーの事自により障害厚生年金が支給されたため幅体
［地共揖）

業（棺慣）給付について併結問整を行った事案

休業併給調整
日本私立学技艦興・共潰事案闘の組合員尊に討して、

04 
（私学共済）

同ーの事由により障害厚生年金が玄給されたため、

怖轟〈楠慣｝給付について併結悶聾を行った事案

幌光、研修等の名目で入園、あるいは位入国し、民

05 不法就労者 格がないにもかかわらず本邦において舵労する外国

人に保る労災保険給付詔求事案

06 技能定義習生 技龍実習生に係る労災保険給付＂求事案

外国持を有する者であって、「不法批労者j及U'「技

07 その他の外国人 能実習生」に骸当しない者に係る労民保険桔付時求

事実


